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最高裁人任E第400号

平成8年4月5日

内閣総理大臣橋本龍太郎殿

最高裁判所長官 好
一
一
一 堤

’

判事補に任命されるべき者を別紙のとおり指名するから， うち99名を任命され
（

たい。 ．

なお，本件は裁判官会議の識を経たものである。

(発令希望日 平成8年4月1 1日）
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(別紙）

泄商耐竺○

いわ さき くに た〃、

岩崎邦生○

おお より

大寄
じ、h八
､-〃－

岸 ○

か がわ てつ や

香川徹也○
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判 事 補 任 命 資 格 調 （平成8年4月l l lﾖ）

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔ﾘ事補 池田順 一 25 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 岩崎邦生 25 〃 〃

《
. 貢

〃 大寄 淳 25 〃 〃

〃 香川徹也 26 〃 〃

《
今

〃 鎌野真敬 27 〃 〃

〃 佐藤弘規 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京廿畔I事補 澤田忠之 27 司法修習生の修

習を終えた者

謝昌ﾘ所法第43

条

〃 品田幸男 24 〃 〃

蕾

〃 杉浦正典 30 〃 〃

〃 武部知子 26 〃 〃

亀
良

〃 友重雅裕 25 〃 〃

〃 納谷麻里子 24 〃 〃



／

補職さるべき庁 現 職 氏 名， 年齢 任命資格 根拠法規

東京胤畔ﾘ事補 硲 直子 25 司法修習生の修

習を終えた者

謝昌I所法第43

条

､

〃 原 司 28 〃 〃

篭

〃 古谷健二郎 26 〃 〃

〃 堀田次郎 27 〃 〃

《
可

〃
一

別 澤達朗 24 〃 〃

〃 松井信憲 24 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京N畔1事補 松田道別 31 司濁塵習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

〃 松永栄治 26 〃 〃

箸

〃 向 井香津子 24 〃 〃

〃 馬渡直史 26 〃 〃

亀
や

〃 山口倫代 27 〃 〃

〃 山崎栄一部 30 〃 〃



／

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

東京地判事補 吉田 純一郎 25 司法修習生の修

習を終えた者

瀞
条
I所法第43

し

横浜N畔I事補 飯野里朗 29 〃 〃

《

〃 大石啓子 27 〃 〃

〃 佐野 信 28 〃 〃

亀
心

〃 篠原康治 28 〃 〃

〃 島 戸 純 26 〃 〃



↑

I

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

横浜N畔I事補 立川 礼 28 司法修習生の修

習を終えた者

辮
条
il所法第43

し

〃 中尾佳久 27 〃 〃

‘

浦和地ドﾘ事補 鈴嶋晋
一 25 〃 〃

〃 関根規夫 32 〃 〃

篭
心

〃 高梨晴子 31

ひ

〃 〃

〃 廣澤 論 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

浦和#畔I事補 藤井澄子 28 司法修習生の修

習を終えた者

謝刈所法第43

条

し

〃 堀 禎男 35 〃 〃

《

〃 水上 周 25 〃 〃

千葉H畔I事補 佐藤卓生 28 〃 〃

亀
ぺ

〃 武宮英子 30 〃 〃

〃 樋上慎 二 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

千葉胤畔ﾘ事補 三上孝浩 30 司

習

離
纈
習生の修

えた者

裁判所法第43

条

し

〃 三島恭子 27 〃 〃

《

〃 三島 琢 28 〃 〃

大阪地ﾘ事補 島崎邦彦 26

卜

〃 〃

亀
可

〃 島 戸 真 24 〃 〃

〃 杉浦正樹 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪測畔1事補 村主隆行 27 司
習
法修習生の修

を終えた者

謝畠1所法第43

条

■ザ

〃 村主幸子 26 〃 〃

《

〃 仙波啓孝 28 〃 〃

〃 出口尚子 25 〃 〃

亀
ベ

〃 富上智子 28 〃 〃

〃 中川博文 26 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪胤畔ﾘ事補 新田和憲 30 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

b

p学

〃 西岡繁靖 29 〃 〃

《

〃 西川篤志 26 〃 〃

〃 野村 賢 29 〃 "

《
ぐ

〃 福島恵子 30 〃 〃

〃 安永健次 29 〃 〃



／

／

／

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

大阪尚畔1事補 渡部市郎 26 謝21所法第43

条

ｰ

房猪､僻I事補 奥野寿則 30 〃 〃

《

〃 小松本 卓 26 〃 〃

〃 田原 美奈子 29 〃 〃

亀
々

〃 畑口泰成 28 〃 〃

〃 春田久美子 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

京者賦畔I事補 吉岡茂之 26 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

ー

神戸地判事補 木造綾子 26 〃 〃

《

〃 佐藤英彦 32 〃 〃

〃 島田佳子 24 〃 〃

《
ゴ

〃 西村康一部 26 〃 ‘〃

〃 桃崎 剛 27 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

神戸地判事補 湯川克彦 28 司法修習生の修

習を終えた者

裁判所法第43

条

、

名古屋尚畔ﾘ事補 片野正樹 29 〃 〃

《

〃 佐藤江津子 30 〃 〃

〃 杉山正明 34 〃 〃

篭

〃 鈴木和典 27 〃 〃

〃 中島基至 26 〃 〃



／

補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

名古屋K畔I事補 水野将徳 26 司法修習生の修

習を終えた者

調且ﾘ所法第43

条

●

〃 宮武 芳 28 〃 〃

《

広島地判事補 高橋綾子 26 〃 〃

〃 松山昇平 28 〃 〃

《～

〃 結城剛行 31 〃 〃

岡山地判事補 伊丹 恭 29 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

岡山対畔I事補 増田吉則 30 司
習

の修

者

裁ﾘ所法第43

条

す

り．

福岡測畔！事補 上田洋幸 28 〃 〃

篭

〃 西村英樹 29 〃 〃

〃 村中玲子 30 〃 〃

《

〃 杜下弘記 27 〃 〃

〃 森 剛 32 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

福岡地判事補 山口典子 31 司
習
法修習生の修

を終えた者

裁判所法第43

条

6

は

仙台掛畔I事補 石川重弘 31 〃 〃

篭

〃 大澤知子 27 〃 〃

〃 三宅康弘 32 〃 〃

蔓

*lﾙ騨鮮I事補 小原 一 人 27 〃 〃

〃 金谷稔美 30 〃 〃



補職さるべき庁 現 職 氏 名 年齢 任命資格 根拠法規

*IJM畔I事補 坂田威一郎 25 司
習
法修習生の修

を終えた者

辮
条
I所法第43

P

〃 関 由美子 28 〃 〃

蓮

〃 堂薗幹一郎 25 〃 〃

錘


